
古紙配合率100％・白色度70％の再生紙を使用しています

　全国農業会議所が発行して
いる農家の皆さんのための情
報誌です。
　購読希望の方は、農業委員
会事務局までご連絡下さい。

全国農業新聞を
読んでみませんか?

月４回金曜日発行
購読料月700円（送料込み）
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型
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ロ
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イ
ル
ス
の
感
染
が
未
だ
収
ま
ら
ず
、
人

や
物
の
動
き
が
停
滞
し
、
農
業
を
取
り
巻
く
環
境
も
農
産

物
の
価
格
の
低
迷
な
ど
大
き
な
影
響
を
受
け
て
い
ま
す
。

　
一
方
、
目
を
転
じ
れ
ば
、
ワ
ク
チ
ン
接
種
等
慌
た
だ
し

く
対
応
に
負
わ
れ
て
い
る
人
間
社
会
を
よ
そ
に
、
自
然
界

の
生
き
も
の
は
、
季
節
の
循
環
の
中
で
豊
か
で
調
和
あ
る

営
み
を
着
実
に
刻
み
、
私
た
ち
に
恵
み
を
与
え
て
く
れ
て

い
ま
す
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こ
の
す
ば
ら
し
い
大
地
に
根
ざ
し
た
自
然
界
の
生
き
も

の
の
生
命
と
共
生
し
、
そ
の
力
を
お
借
り
し
な
が
ら
農
業

に
携
わ
り
、
生
命
を
支
え
る
食
料
を
生
産
し
て
い
る
こ
と

に
、
私
た
ち
は
感
謝
と
誇
り
を
感
じ
ま
す
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農
業
委
員
会
は
、
こ
れ
か
ら
も
自
然
に
寄
り
添
い
、
持

続
可
能
な
明
る
い
未
来
に
つ
な
が
る
農
業
を
実
現
す
る
た

め
、
農
地
の
集
積
・
集
約
化
、
遊
休
農
地
の
発
生
防
止
、

新
規
参
入
の
促
進
等
を
従
来
に
も
増
し
て
推
進
し
て
ま
い

り
ま
す
。 

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
一
日
も
早
い
終
息
を

願
う
と
と
も
に
、
皆
さ
ま
方
の
ご
協
力
を
お
願
い
い
た
し

ま
す
。
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農業委員会
だより
市ＨＰからも
ご覧になれます
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❶

 ふじえだゼロから農業認定者漆畑さんご家族

使える農地、使えるうちに、使える人へ！
　　～待ったなし！農地利用の最適化！！～

「ふじえだゼロから農業エントリー制度の認定者が耕作を開始しました。」

終身年金です。80歳前に亡くなられた場合は遺族に
死亡一時金が支払われます！　

加入できる方：60歳未満で年間60日以上農業に従事している国民年金第１号被保険者の方

パンフレットご希望など詳細については、
農業委員会事務局（℡643-3269）までお問合せください

認定農業者、認定新規就農者で青色申告している人、またこれらの
方と家族経営協定を結んでいる配偶者や後継者も対象となります

収入が多いときは保険料を増やせば、全額収入から控除できます！

39歳以下の農業の担い手には、手厚い政策支援39歳以下の農業の担い手には、手厚い政策支援
がありますがあります

ライフステージに応じて保険料を変更できますライフステージに応じて保険料を変更できます

受取額をスマホで
試算できます
　　　 (^O^) ／

農業者年金農業者年金にに加入加入しましょうしましょう

農業者年金は公的年金です

少子高齢化時代に安心の積み

立て方式、確定拠出型です



❸ ❷

　耕作放棄地は、害獣・害虫の
巣となり周辺の営農の支障とな
るほか、冬季は火災の危険な
ど、近隣に様々な悪影響を及ぼ
します。農業委員会にも、「農
地が荒れているので指導して欲
しい」という声が多く寄せられ
ています。農地の適正管理は法
律上の義務事項です。
　農地の管理にお困りの方はぜ
ひ「貸したい農地登録」をご検
討ください。
　借りたい方の登録もお
待ちしております。

あなたの農地、あなたの農地、
荒らしていませんか？荒らしていませんか？
〜農地の貸借を斡旋します〜

「藤枝市草刈りマッチング事業」「藤枝市草刈りマッチング事業」

＜作業マッチングの流れ＞

委託者
（農地所有者）

受託者

農業委員会

❸交渉・契約

❹作業実施・報告・請求

❺確認・支払

❷情報発信

❶受託条件の提示

❶草
刈り
作業
の提
示

❷情
報発
信

農地の草刈りが出来なくて困っている方、草刈りすることが出来る方を紹介します。
また、草刈り作業を請負していただける方を募集します。

詳しくは農業委員会までご相談ください。

ホームページQR

許可なく農地以外に使用した場合は「違反転用」となり、農地への原状回復をお願いすることになります。
農地転用の計画がある場合は、まず農業委員会へご相談ください。

※自ら耕作する農地に農業用施設を建てるため、2a未満を転用する場合は許可を
要しないこととなっていますが、まずは農業委員会に相談してください。

農地を農地以外のもの（宅地、駐車場、資材置場など）にする
場合は農地転用の許可が必要です。

青空駐車場にした 資材置場にした

廃棄の捨て場にした農業用施設を建てた※ 建設残土の捨て場にした


